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令和３年度 小千谷市一般会計補正予算（第１２号） 

 

 

 

 令和３年度小千谷市の一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところによ

る。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 301,770 千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 19,774,615 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 既定の予算第５条の次に次の１条を加える。 

（繰越明許費） 

第６条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用する

ことができる経費は、「第４表 繰越明許費」による。 
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歳  入

第１表　歳 入 歳 出 予 算　補　正

単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 入 合 計

                                                  -2-                                                 

16県支出金 1,459,903 216,770 1,676,673

 2県補助金 926,076 216,770 1,142,846

19繰入金 1,376,380 85,000 1,461,380

 1基金繰入金 1,376,380 85,000 1,461,380

19,472,845 301,770 19,774,615



歳  出
単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 出 合 計

                                                  -3-                                                 

 7商工費 1,038,695 216,770 1,255,465

 1商工費 1,038,695 216,770 1,255,465

 8土木費 2,265,698 85,000 2,350,698

 2道路橋りょう費 1,019,705 85,000 1,104,705

19,472,845 301,770 19,774,615



 

 

第４表 繰 越 明 許 費 
単位：千円 

款 項 事   業   名 金   額 

7 商 工 費 1 商 工 費 緊 急 経 済 対 策 事 業 8,000 

    感 染 拡 大 防 止 協 力 金 254,100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4- 





（歳  出）

款

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

単位：千円

国県支出金

歳 出 合 計

　　計　　補正前の額 補 正 額

                                                  -6-                                                 

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

 7

 8

商工費

土木費

1,038,695

2,265,698

19,472,845

216,770

85,000

301,770

1,255,465

2,350,698

19,774,615

216,770

216,770

85,000

85,000










